
 
 

 

 

 

 

申告期限 令和８年１月３１日（土） 

お願い 

※ 混雑緩和のため、早期の提出に御協力をお願いしま

す。 

※ 郵送での受付も行っています。 

  申告書の控えが必要な場合は、切手を付した返信用

封筒を同封してください。なお、切手の添付がない

場合は、返送することができません。 

※ 期限後に申告すると、納税通知書や証明書の発行に

支障の生じる場合があります。 

※ 流山市では、地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡ

Ｘ）を利用した電子申告も可能です。 

問合せ先 

提出先 

〒２７０－０１９２ 

  千葉県流山市平和台１丁目１番地の１ 

流山市役所 

財政部 資産税課 償却資産係 

電話 ０４－７１５０－６０７４（課直通） 
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１．償却資産とは 

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償

却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される

もののうちその取得価額が少額である資産、その他の政令で定める資産以外のものをいい

ます。 

 地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日現在で流山市内に償却資産を所有して

いる方は、１月３１日までに申告する必要があります。 

 なお、前年度と申告内容に変更がない場合も、申告が必要です。また、該当する資産が

ない場合も、未申告や不申告と区別するため、申告をお願いします。 

 

２．税額・免税点について 

（１） 税 額 課税標準額×１．４％ 

（２） 免税点 償却資産の課税標準となるべき額（全償却資産の課税標準額の合計）が

１５０万円未満の場合は課税されません。（ただし、申告は必要です。） 

 

３．申告していただく資産 

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算

上減価償却が認められる資産については申告が必要です。概ね以下の資産が該当します。 

（１）事業の用に供することができる状態にある遊休、又は未稼動の資産 

（２）償却済資産（耐用年数が経過して減価償却が終わった資産、最低限度額は取得価額

の５％） 

（３）簿外資産（決算期以後の取得等、実在するが固定資産台帳等の帳簿に記載されず、

減価償却資産として経理されていない資産） 

（４）建設仮勘定で経理されている資産 

（５）他人に賃貸（リース）している資産 

（６）建物の賃借人（テナント）等が施工した建物附属設備 

（７）耐用年数が１年以上及び取得価額が１０万円以上の資産（次ページ表１参照） 

   ただし、取得価額が１０万円未満であっても、減価償却資産として経理している資

産は申告対象となります。 

少額償却資産の取り扱い 

 国税においては、租税特別措置法に基づき、中小企業者に該当する法人又は個人の青

色申告者等が、３０万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額を損金又は必要

な経費に算入することができます。ただし、固定資産税については、課税対象となりま

すので、申告が必要です。 
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表１ 

 取得価額 国税の取り扱い 固定資産税の取り扱い 

個 人 

 平成１１

年１月１日

以後に取得

した資産 

１０万円未満 必要な経費 申告対象外 

１０万円以上 

２０万円未満 

３年一括償却 申告対象外 

減価償却 申告対象 

２０万円以上 減価償却 申告対象 

法 人 

 平成１０

年４月１日

以後に開始

された事業

年度に取得

した資産 

１０万円未満 

損金算入 申告対象外 

３年一括償却 申告対象外 

減価償却 申告対象 

１０万円以上 

２０万円未満 

３年一括償却 申告対象外 

減価償却 申告対象 

２０万円以上 減価償却 申告対象 

 

４．非課税資産について 

 地方税法第３４８条及び同法附則第１４条において、固定資産税が課されない償却資産

の範囲が規定されています。該当資産を所有されている方は、償却資産申告書に非課税申

告書及び必要書類（関係署庁で発行する証明書等の写し等）を添付してください。（既に

非課税となっている資産については添付が不要ですが、新たに取得した資産については添

付が必要です。） 

 なお、種類別明細書中の該当資産の摘要欄に「非課税」と記入してください。 

 

５．課税標準の特例について 

 地方税法第３４９条の３、同法附則第１５条及び第６３条において課税標準の特例が規

定されています。該当資産を所有されている方は、償却資産申告書に必要書類（関係署庁

で発行する証明書等の写し等）を添付してください。（既に特例が適用されている資産に

ついては添付が不要ですが、新たに取得した資産については添付が必要です。） 

 なお、種類別明細書中の該当資産の摘要欄に該当する特例の名称及び根拠法を記入して

ください。 
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６．申告方法について 

電子計算機（パソコン）等を使って申告される場合 

 電子計算機等により申告書（全資産申告）を作成する場合には、資産の増減だけでな

く、１月１日現在の取得価額及び評価額についても記入してください。 

 

（１）初めて申告される方 ※記入例１及び２を参照 

    償却資産申告書（償却資産課税台帳）及び種類別明細書（増加資産・全資産用）

に記入し、提出（受付の控えが必要な場合は控えを含む）してください。 

    また、該当資産がない場合は、償却資産申告書（償却資産課税台帳）の備考欄の

「３．該当資産なし」を〇で囲み、提出してください。 

 

（２）事業をやめた場合 

    廃業・解散・移転等の場合は、償却資産申告書（償却資産課税台帳）の備考欄

（異動事項）にその旨を記入して提出してください。 

 

（３）リース等の借用資産がある場合 

    貸主の住所・名称・連絡先等を記入してください。 

 

（４）前年度に申告された方 

①資産の増減がない場合 ※記入例１を参照 

償却資産申告書の備考欄の「２．資産の増減なし」を〇で囲み、提出してくださ

い。 

  ②資産が増加した場合  ※記入例１及び２を参照 

    償却資産申告書の備考欄の「１．資産の増減あり」を〇で囲み、種類別明細書

（増加資産・全資産用）に増加した資産を記入し、当該資産の種類ごとに合計し

て、償却資産申告書の取得価額欄「前年中に取得したもの」にそれぞれ転記してく

ださい。 

  ③資産が減少した場合  ※記入例１及び３を参照 

    償却資産申告書の備考欄の「１．資産の増減あり」を〇で囲み、種類別明細書

（減少資産用）に減少した資産を記入し、当該資産の種類ごとに合計して、償却資

産申告書の取得価額欄「前年中に減少したもの」にそれぞれ転記してください。 
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７．ｅＬＴＡＸの申告方法について 

 地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）を利用し、自宅や事務所からインターネットを

経由して申告データを提出することが可能です。利用届出を行い、利用者ＩＤを取得する

ことで利用できます。 

 詳しい内容や操作方法等については、ｅＬＴＡＸヘルプデスクにお尋ねください。 

ホームページＵＲＬ https://www.eltax.lta.go.jp/ 

電  話      ０５７０－０８１４５９ 

受付電話      午前９時～午後５時（土日祝日及び年末年始を除く） 

 

８．よくあるお問合せ 

Ｑ．書類を紛失した、種類別明細書の枚数が足りない。 

Ａ．資産税課の窓口にてお渡しできます。また、お電話をいただければ郵送いたします。

その場合、発送まで数日かかる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。そ

の他、市ホームページにも様式ファイルを掲載しておりますので、こちらをダウンロ

ードして御利用ください。 

 

Ｑ．耐用年数が分からない。 

Ａ．法人税や所得税の申告と同様の耐用年数を用います。詳しくは、税務署又は『減価償

却資産の耐用年数等に関する省令』で御確認ください。 

 

Ｑ．資産を所有している者が亡くなった。 

Ａ．①後継者がおらず廃業した場合：償却資産申告書の備考欄に死亡日又は廃業日とあわ

せて「所有者死亡のため廃業」と記入してください。 

  ②後継者が事業を継承した場合：①の申告にあわせて、新たな所有者名義で申告して

ください。資産をそのまま継承したのであれば、亡くなった方の分が増加資産とな

ります。 
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（参考）業種別の主な償却資産の内容 

事務所 
内装（テナントが施工したもの）、応接セット、キャビネット、ロッカ

ー、テレビ、パソコン、計算機、看板、事務機器等 

小売・ 

飲食店 

内装（テナントが施工したもの）、カウンター、室内装飾品、レジスタ

ー、テレビ、カラオケ、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ等の厨房機器、製

麺機、看板、ネオンサイン、自動販売機等 

理容・ 

美容業 

内装（テナントが施工したもの）、理・美容椅子、応接セット、消毒殺菌

器、タオル蒸器、ドライヤー、洗面設備、エアコン、レジスター、サイン

ポール、ネオンサイン等 

医療・ 

薬局業 

薬品戸棚、ショーケース、ベッド、エックス線装置、心電計、消毒殺菌用

機器、手術台、歯科診療用ユニット、投影機、光学検査機器、エアコン、

冷蔵庫、レジスター等 

ガソリン 

スタンド 

ガソリン計量器、地下タンク、洗車機、充電器、テレビ、レジスター、看

板、独立キャノピー、構内舗装、照明設備等 

 

（参考）償却資産の種類と具体例 

第１種 構築物 
店舗内装、電気設備、室内装飾、駐車場設備（路面舗装）、広告

設備（看板）、煙突、橋、門、塀等 

第２種 
機械及び 

装 置 

厨房機器、機械式駐車設備、クリーニング設備、印刷設備、ガ

ソリンスタンド設備、パン・菓子製造設備 

第３種 船 舶 ボート、釣船、貨物船等 

第４種 航空機 飛行機、ヘリコプター等 

第５種 
車両及び 

運搬具 

自転車、構内用運搬車（フォークリフト等） 

※ 自動車税又は軽自動車税の課税対象となるものは除く 

第６種 
工具、器具 

及び備品 

机、椅子、キャビネット、応接セット、ロッカー、複写機、レ

ジスター、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、冷暖房機器、電話

機、ファックス、パソコン等 

 


